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１ 趣旨 

  この要領は、公立大学法人横浜市立大学の当該事業年度における業務の実績を明らか

にするために行う年度計画に係る自己点検・評価の実施方法及び報告書の作成に関し、

定めるものである。 

 

２ 評価対象事項 

  年度計画の以下の項目に記載された事項ごとに評価を行う。 

（１） 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための取組 

（２） 地域貢献に関する目標を達成するための取組 

（３） 国際化に関する目標を達成するための取組 

（４） 附属２病院に関する目標を達成するための取組 

（５） 法人の経営に関する目標を達成するための取組 

（６） 自己点検及び評価に関する目標を達成するための取組 

 

３ 評価の方法 

（１） 年度計画に記載された事項ごとに業務の実績、実施･取組状況を調査する。 

（２） 年度計画及び中期計画に記載された事項を評価基準として実績等の分析を行う。

分析に当たっては、実績等を明らかにするうえで必要な切り口（観点）を適宜設

定して行う。 

（３） 必要に応じて業務の実績･実施状況を表す資料またはデータを付す。 

（４） 各年度計画の達成状況について次の 4段階による評定を行う。 

・年度計画を上回って達成している、または達成の難易度が高い計画を順調に

達成している（Ｓ点） 

・年度計画を順調に達成している（Ａ点） 

・年度計画を十分に達成していない（Ｂ点） 

・年度計画を達成していない（Ｃ点） 

（５）前年度の自己評価や法人評価委員会からの意見等の結果を踏まえて改善に結び付

けられた事項を記述する。 

 

４ 報告書の作成手順 

（１） 各部局長（各委員会委員長等含む）は、別に定める様式により各事項に係る評価

結果を明らかにし、大学評価本部に提出する。 

（２） 大学評価本部は、前号により提出されたものの内容を確認し、疑義がある場合は、

その旨当該部局長等に照会し、資料の提出や内容の補正を求めることができる。 

（３） 大学評価本部は、必要に応じ当該年度の業務の実績について学外者による検証を



行う。 

（４） 大学評価本部は、各部局等の実績に基づき、地方独立行政法人法第 78 条の２第

２項並びに横浜市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第

20条に定める報告書を作成する。また、学外者による検証を行った場合は学外者

の所見等を加える。 

 

５ 報告書の公表 

  報告書は、横浜市公立大学法人評価委員会に提出後、各部局等に回付し、本学ホーム

ページに掲載して公表するものとする。 


